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訪 問 介 護 重 要 事 項 説 明 書 

 

＜令和 ６ 年 ７ 月 １ 日現在＞ 

 

１．事業所（ステーション）の概要 

（１）提供できるサービスの地域と種類 

事 業 所 名 ケアサポート木輪館 

所 在 地 北九州市八幡西区下上津役 3 丁目 3 番 6 号 

管理者の氏名 石田 総博 

電 話 番 号 ０９３－６１３－４３７６ 

ＦＡＸ番号 ０９３－６１２－１６４４ 

サービス（介護保険指定番号） サービスを提供する地域 

・訪問介護  （４０７０７０１２６５） 北九州市八幡西区、八幡東区、若松区、  

中間市、直方市、遠賀郡 

・訪問看護  （４０６６６９０７４６） 北九州市 中間市 直方市 遠賀郡 田

川郡 

・福祉用具貸与（４０７０７０００９３） 福岡県内全域 

・通所介護  （４０９０７０１０１４） 北九州市八幡西区、中間市、水巻町 

・通所介護  （４０７０７０４８４８） 北九州市八幡西区、中間市、水巻町 

・通所介護  （４０７０７０７６３５） 北九州市八幡西区、中間市、水巻町 

・居宅介護支援（４０７０７０６８２７） 北九州市八幡西区 八幡東区 小倉北区 

若松区 戸畑区 中間市 直方市 遠賀郡 

※ 上記地域以外でもご希望の方はご相談下さい。 

  

（２）事業所の職員体制と権限規定 

職種 職務内容 人員数 

管
理
者 

1 管理者は事業所の従業員管理及び業務管理を総合的に行います 常勤 

1 名 

 



 8

サ
勖
ビ
ス
提
供
責
任
者 

1 利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に

応じて、介護サービスが適切に行われるようアセスメントを実施し、

支援の目標を達成するための手順書を作成します。 

2 利用者又は利用者の家族の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえ

て、具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成します。 

3 利用者及び同居家族に訪問介護計画の内容を説明し、同意を得ます。 

4 訪問介護計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画の変更を行いま

す。 

5 事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。 

6 訪問介護従業者（以下ヘルパーという）等に対する技術指導等のサー

ビス内容の管理を行います。 

7 ヘルパーに対して、具体的な援助目標及び援助内容を指示するととも

に、利用者の状況についての情報を伝達します。 

常勤 

7 名 

非常勤 

3 名 

訪
問
介
護
従
業
者 

1 居宅介護計画に基づき、居宅介護サービスを提供します。 

2 サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況

等について、サービス提供責任者に報告を行います。 

 

 

常勤 

 7 名 

非常勤 

55 名 

計 62 名 

事
務
員 

1 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 常勤 

0 名 

 

（３）サービス提供の時間帯 

営 業 日 営 業 時 間 帯 

平日・土曜・日曜・祝日 午前６時～午後１０時 

営業しない日  原則として１２月３１日～１月３日 ８月１３日～１５日 

 

２．事業の目的と運営方針等 

（１） 事業の目的 

株式会社 ゴトウ 昭和 52 年 12 月 1 日設立。 

福祉事業部 ケアサポート木輪館 平成 10 年 8 月 1 日開設する。 

木輪館は指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の事業を行うため、適切な運営

を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、木輪館の介護福祉士や

ホームヘルパー及びスタッフが、介護を要する高齢者、身体に障害を持った要介

護者に対して適切なアドバイスと介護を行い自立心の向上に努め、適正な指定訪

問介護及び指定介護予防訪問介護を提供することを目的とする。 
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（２） 運営方針及び看取り期における対応方針 

イ 木輪館スタッフは時間に追われた事務的介護をするのではなく利用者一人一

人の要望に応えられる介護を行い利用者に無理なく徐々に身体機能の向上に

努める。 

ロ 事業に実施においては、北九州方式による地域福祉のネットワークに基づいて

相互的なサービスの提供に努める。各サービス機関との連携については当社が

連絡ノートの作成を行いそのノートに利用者の各サービス機関の担当者に記入

してもらいその日の状態の把握を行う。 

ハ 看取り期においても、いつものケアを心掛け、利用者やその家族の想いを大切

にしてケアを行う。また、主治医や訪問看護師、介護支援専門員等とチームと

して情報を共有しチームの方針に沿って、多職種協働で利用者に最善のケアを

提供できるように努める。 

（３） サービスの特徴 

事    項 内      容 

ヘ ル パ ー の 変 更 変更を希望される方は申し出ください 

従 業 員 研 修 採用時研修１回、継続研修 月 1 回実施 

サービスマニュアルの作成 整備しております 

提供するサービスの評価 サービスのモニタリング実施 月１回 

 

３．サービスの内容 

 

 種 類 内 容・手 順 保険適用 

身体介護 

食事介助 見守り介助、全介助 有 

入浴介助 洗髪、体洗い、シャワー浴 有 

 排泄介助 オムツ介助、トイレ誘導 有 

清  拭 全身清拭、部分清拭 有 

移動介助 車イス、歩行介助、体位変換 有 

外  出 通院、散歩 有 

衣服着脱  有 

 

 

 種 類 内 容・手 順 保険適用 

生活援助 

調  理 下ごしらえ、後かたづけ 有 

買  物 食材、日用品の買物 有 

掃  除 居室、風呂、トイレ、玄関 有 

洗  濯 水洗いの出来る衣服、下着等 有 

そ の 他 代筆、縫い物、衣服の入替え 有 

そ の 他 相  談 生活上の悩み、公共機関との連絡 有 
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４．利用者負担金 

  介護保険の適用がある場合は、料金表のサービス費を介護保険負担割合証の利用者負

担の割合に基づいた金額が利用者負担金となります。ただし、介護保険の適用がない

場合や介護保険での給付の範囲を超えたサービス費は、事業者が別に設定し、全額が

利用者の負担となります。 

 

【介護給付サービス費】（８：００～１８：００、10 割負担料金の場合） 

 

身体介護 

20 分未満 

 

20 分～30 分 

未満 

30 分～60 分 

未満 

60 分～90 分

未満 

90 分以上 

(30分増すごとに) 

１，６６４円 ２，４９１円 ３，９５１円 ５，７８９円  ８３７円 

 

生活援助 

 20 分～45 分 

未満 

45 分以上   

 １，８２７円 ２，２４６円   

身体介護

続き  

生活援助

を行う 

場合 

20 分以上 45 分以上 70 分以上   

６６３円追加 １，３２７円 

追加 

１，９９０円 

追加 

  

 

 一回当たり 取り扱い内容 

初回加算 ２,０４２円 新規にサービスを利用する時（前回のサービス利用時よ

り二ヶ月空けて、新たに訪問介護計画を作成する場合も

含む）に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行った

場合や、他のヘルパーを同行訪問した場合に加算 

緊急時加算 １,０２１円 お客様やご家族から臨時的な訪問介護の要請を受け、ケ

アマネージャーと連携を図りながらサービスを利用した

場合に通常のサービス料金に加算 

特定事業所加算 

(Ⅰ) 

所定単位数の

20％を加算 

 

良質な人材確保とサービスの質の向上を図る観点から、

当該加算の体制要件、人材要件及び重度要介護者等対応

要件を満たす場合に加算 

特定事業所加算 

(Ⅱ) 

所定単位数の

10％を加算 

特定事業所加算 

(Ⅲ) 

所定単位数の

10％を加算 

介護職員等処遇

改善加算 

(Ⅰ) 

利用月の   

総単位数に対し

24.5％を加算 

安定した介護職員の確保・定着の為に、算定要件を満た

す場合に加算 
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※ 上記料金算定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様

の居宅サービス計画に定められた目安の時間を基準とします。 

 

※ やむを得ない事情で、且つ、お客様の同意を得て２人で訪問した場合は、２人

分の料金となります。 

※ 上記時間外（６：００～８：００ １８：００～２２：００）は上記料金より

２５％増しとなります。 

※ 通院介助（公共機関利用）は、厚生労働省からの通達により、病院内が基本的

に介護保険適用外となります。また、乗車中も基本的に介護保険適用外となり

ますので事前に協議の上、別途実費で頂くこともありますのでご了承下さい。 

※ サービス提供開始月のみ別途２,０４２円（10 割負担料金の場合）が必要となり

ます。また、2 ヶ月以上期間が空いた後の再活動や要支援・要介護状態の変更

の場合も同様となることがあります。 

※ ケアマネージャーが必要と認めた場合に限り、本人または家族の要請により、

急遽ケアプラン以外の身体介護を行った場合は通常の介護サービス費に加えて

別途１,０２１円（10 割負担料金の場合）が必要です。 

 

 （１）交通費 

    ２の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地

域の方で事業者から請求があったときは、交通費の実費をお支払いいただくこと

があります。 

 （２）領収書の発行 

    事業者は、利用者から利用者負担金の支払いを受けたときは領収書を発行します。 

    再発行の際には、発行手数料として、３００円（税別）をお支払いいただくこと

があります。 

（３）その他 

   サービスの実施に必要な利用者宅の水道・ガス・電気・電話等の費用は、お客様

の負担となります。 

 

【介護保険外サービス費】（8：00～18：00 の場合） 

 15 分 30 分 45 分 60 分 以後 15 分毎 

身体介護 1,000 円 2,000 円 3,000 円 4,000 円 ＋1,000 円 

家事援助 625 円 1,250 円 1,875 円 2,500 円 ＋625 円 

 

※ 上記料金に加え、別途消費税 10％が加算されます。 

※ 上記時間外は、上記料金より 25％増しとなります。 

※ 介護保険外サービスのみの利用の場合は、60 分からの利用となります。 
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５．キャンセル料 

利用予定日の前に、ご利用者様の都合により、訪問介護サービスの利用を中止又は変更 

することができます。この場合前日の 17 時までに事務所までご連絡ください。 

 

6 時～22 時 

開始の活動 
前日の夕 17 時までの受付 

 

上記受付時間内に連絡がなく、当日になってサービスの中止の申し出をされた場合、次の 

キャンセル料が必要となり下記の料金をお支払いいただきます。ただし、 

ご利用者様の病状の急変等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

連絡がなかった場合 １，２００円(税別) 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 093－613－6335 はヘルパー事業所への直通番号ではありません。時間帯によってはつ

ながらない場合もございますので、おかけ間違いのないようご注意ください。 

※ サービスの変更の申し出に対して、訪問介護員の稼動状況によりご利用者様の希望 

する期日・時間帯にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご利用者様

に提示して協議いたします。 

 

６．緊急時の対応方法 

  サービス提供中に容態の変化などがあった場合は、事前の打ち合せにより、主治医・

救急隊・ご家族・介護支援事業者などへ連絡をします。 

ご家族 

氏 名  

電 話  

住 所  

７．相談窓口・苦情対応 

  サービスに関するご相談・ご不満がございましたら、ご遠慮なく相談窓口担当者まで

お申し付けください。 

 （１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

当 事 業 所  

ご利用相談室 

窓口担当者 田添千恵美 

 

ご利用時間 
平日・土曜・祝日 

午前８時３０分～午後 5 時 30 分 

連絡先 

ケアサポート木輪館 

（訪問介護直通） 

０９３－６１３－４３７６ 

※キャンセルの連絡については、上記事務所の電

話、不在時は留守番電話へ連絡して下さい。 
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ご利用方法 

電話 ０９３－６１３－４３７６ 

面接 北九州市八幡西区下上津役３丁目３番６号 

   ケアサポート木輪館 

 

 （２）公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。 

八幡西区役所 

 介護保険係 

所 在 地 北九州市八幡西区黒崎三丁目 15 番 3 号 

電話番号 ０９３－６４２－１４４１ 

対応時間 平日 午前８時３０分～午後５時 

八幡東区役所 

 介護保険係 

所 在 地 北九州市八幡東区中央一丁目 1 番 1 号 

電話番号 ０９３－６７１－０８０１ 

対応時間 平日 午前８時３０分～午後５時 

若松区役所 

 介護保険係 

所 在 地 北九州市若松区浜町一丁目 1 番 1 号 

電話番号 ０９３－７６１－５３２１ 

対応時間 平日 午前８時３０分～午後５時 

中間市役所 

介護保険課 

給付係 

所在地 福岡県中間市中間一丁目 1 番 1 号 

電話番号 ０９３－２４６－６２８３ 

対応時間 午前 8時 30 分～午後 5時（土、日、祝日は除く） 

水巻町役場 

福祉課 

高齢者支援係 

所在地 福岡県遠賀郡水巻町頃末北 1 丁目 1 番 1 号 

電話番号 （代表）０９３－２０１－４３２１ 

対応時間 午前 8時 30 分～午後 5時（土、日、祝日は除く） 

直方市役所 

保険課 

介護保険係 

所在地 福岡県直方市殿町 7-1  

電話番号 （代表）０９４９－２５－２１１６ 

対応時間 午前 8時 30 分～午後 5時（土、日、祝日は除く） 

福岡県介護保険広

域連合 

遠賀支部 

所在地 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀５１３ 遠賀町役場車

庫棟 2F 

電話番号 （代表）０９３－２９１－５２６６ 

対応時間 午前 8時 30 分～午後 5時（土、日、祝日は除く） 

福岡県国民健康保

険団体連合会 

介護保険相談窓口 

所在地 福岡市博多区吉塚本町 13番 47 号 

電話番号 ０９２－６４２－７８５９ 

対応時間 午前 8時 30 分～午後 5時（土、日、祝日は除く） 

 

８．事故発生時の対応及び損害賠償 

  事故発生の際は、直ちにご家族及び居宅介護支援事業者、並びに保険者（市町村）に

連絡するとともに、必要な措置を講じます。また、事故の原因を解明し、再発防止の

対策を講じます。 

なお、サービスの提供にあたり賠償すべき事故が発生した場合は、速やかにその損害

を賠償いたします。 
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９．秘密保持及び個人情報の使用 

  ご利用者及びそのご家族に関する秘密及び個人情報については、生命・身体に危険が 

ある場合など正当な理由がある場合を除いて第三者に漏らすことはありません。また、

従業者が業務上知り得た秘密及び個人情報は、従業者でなくなった後においても第三

者に漏らすことはありません。 

  ただし、サービス担当者会議等において、ご利用者の有する問題点や解決すべき課題 

等の個人情報を介護支援専門員や他のサービス担当者と共有するために、必要な情報 

については一定の条件の下で利用させていただくことがあります。 

 

１０．虐待の防止のための措置 

（１）虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見した場合、必要な措

置（市町村への虐待の報告等）を講じるとともに、市町村等が行う虐待等に対する

調査等   に協力を行う。 

（２）虐待防止のための指針を整備し、指針に基づいて虐待防止の取り組みを実施する。 

（３）虐待防止委員会を組織し、定期的及び必要時において会議を開催し、虐待防止に

係る諸事項を検討する。またその内容については、可能な場合、全職員に周知する 

（４）虐待防止のために指針に基づき、年に２回以上及び新規雇い入れ時に研修を実施

し、虐待に対する必要な知識及び従業者としての責務と適切な対応等について知識

を習得する 

（５）上記（１）から（４）までを適切に実施するための担当者を置く。 

 

１１．感染症対策の強化に関する事項 

  感染症の予防及び発生時におけるまん延防止の取り組みについて、指針に定めるとと

もに、６月に１回以上及び感染症流行時において委員会を開催しその予防対策を検討

する。感染対策に関する研修を年に１回以上新規雇い入れ時、また発生を想定した訓

練を年に１回以上実施する。 

 

１２．業務継続計画（ＢＣＰ）の策定に関する事項 

  新型コロナウィルス感染症や、地震、風水害、土砂災害が発生した場合において、利

用者が継続してサービス等の提供が受けれるようサービスの提供を継続的に実施する

ため、及び業務継続が困難となった場合についても、その非常時の体制で早期の業務

再開を図るために、その方針、体制、手順等を定めた計画を策定し、研修を年に１回

以上及び新規雇い入れ時、また発生を想定した訓練を年に１回以上実施する。 

 

１３. 提供するサービスの第３者評価 

  実績なし  

 

 

１４．事業者の概要 

名称・法人種別 株式会社 ゴトウ ケアサポート木輪館 

代 表 者 名 後藤 大輔 

所在地・連絡先 所 在 地 北九州市八幡西区下上津役３丁目３番６号 
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電話番号 ０９３－６１３－４３７６ 

Ｆ Ａ Ｘ ０９３－６１２－１６４４ 

 
１５．その他 
 

（１） 利用者がサービス従業員の変更を希望される場合には、変更を拒む正当な理由がな
い限り対応しますのでご相談ください。 

 
（２） サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項は留意して下さい。 
 ア サービス従業員は医療行為や年金等の金銭の取り扱いはいたしません。（家事援助と

して行う買い物等に伴う少額の金銭の取り扱いは可能です） 
 イ サービス従業員は、介護保険制度上、利用者の介護や家事の準備等を行うこととされ

ています。家族の方への食事の準備などの業務については介護保険外のサービスとなり
ますので、ご了承ください。 

ウ サービス従業員に対する贈り物や飲食等のもてなしは、お受けできません。 
 
(３) この重要事項説明書の内容に関しましては介護保険制度の見直しに伴い、料金等に

若干の変更が生じる場合がございます。その際は別紙にて再度ご説明させていただ
きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


